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資料４



生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文

化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が

目指す資質・能力の育成に資するものであり、教育課程との関連がはかられる

よう留意すること。その際学校教育の一環として、学校や地域の実態に応じ、地

域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携な

どの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものと

する。

部活動の意義

〇学校運営上の位置付け
・部活動の設置・運営は法令上の義務ではなく、学校の判断により実施
しない場合もあり得る。
・学校に部活動を設置する場合には、その運営は学校の業務であり、学
校教育活動の一環として行われることとなる。

〇 生徒の参加について
・学習指導要領にも示されているように、生徒の自主的、自発的な参加
により行われるものであり、生徒の参加は任意であり、義務ではない。

中学校学習指導要領（H２９改訂）※現行
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改革が進められる

背景・趣旨
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少子化の進行



少子化の進行

およそ３校に１校
以上が100人未満

およそ２校に１校以
上の学校が200人未満



少子化の進行（本県の現状）

① Ａ中学校 生徒数：４０名
部活動数：２（運動部１、文化部１）

ソフトテニス部（男女）、文化部（男女）

全
体
の
約
１
／
３

② Ｂ中学校 生徒数：１００名
部活動数：５（運動部４、文化部１）

サッカー（男）、卓球部（男）
バレーボール（女）、ハンドボール（女）、
文化部（男女）



技能を高めてアスリートを目指したい！

週に1度、体を動かしたい！

みんなと大会で勝ちたい！ 健康のために運動したい！

絵を描くことが上手になりたい！

もっと練習したい！

結果よりもみんなと楽しみたい！

子どもたちの多様なニーズ

サッカーと音楽の両方がしたい！

競技・結果志向 レクリエーション志向
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学校における働き方改革

【公立中学校教員の時間外在校等時間の調査（令和２・３年度）より】

・ 中学校では、時間外在校等時間が月45時間を超える主な理由は、「部活動

の指導のため」「学年・学級の業務のため」「校務分掌の業務のため」の割

合が高い。



部活動改革の背景

学校単位では子どもたち自らの興味関心に応じて
スポーツや文化に親しめる機会の確保に限界がある

●学校の働き方改革

●少子化の進行
子どもたちの多様なニーズ
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スポーツ庁資料



平成３０年３月 スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

※ 平成３０年１２月文化庁「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

【参考】上記ガイドラインを踏まえ、

「運動部活動の在り方に関する方針」（平成3１年3月）

「文化部活動の在り方に関する方針」（令和元年８月）

経緯

県教委 策定

〇 学校部活動方針の策定及び活動計画の作成

〇 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進

〇 適切な休養日・活動時間

（週当たり2日以上の休養日・平日2時間程度、休日3時間程度の活動時間）

〇 生徒のニーズを踏まえた環境整備

〇 学校単位で参加する大会等の見直し

概要

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

地方公共団体は、本ガイドラインを踏まえた運動部活動改革の取組を進めるとともに、地域の実
情に応じて、長期的に、地域全体で、これまでの学校単位の運動部活動に代わりうる生徒のス
ポーツ活動の機会の確保・充実方策を検討する必要がある。

「終わりに」に示された内容
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スポーツ庁資料（R4.6)
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文化庁資料（R4.8）
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≪地域クラブ活動の要件≫

○ 地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義や役

割を継承する活動であることを踏まえ、単に中学生

が加入するスポーツクラブ・文化芸術クラブ等とは

区別することも想定される。

○ 国のガイドラインを踏まえ、適切な地域クラブ活

動として運営されることが望ましい。
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≪地域クラブ活動の要件≫

（例）
○ 国が通知した、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の
在り方等に関する総合的なガイドライン」に準じた活動を行って
いること。
○ 学校部活動の全部、または一部を引き受ける団体であること。
○ 活動状況について、定期的に生徒の在籍校と情報共有等
が行われていること。
○ 活動中の事故やトラブル等の管理責任が明らかであり、その
解決に向けて、必要に応じて学校と連携する体制が整備され
ていること。
○ 公認スポーツ・文化芸術指導者資格を有している、または市
町が基準として示す指導者研修会等を受講した指導者が携
わっていること。

などの要件が考えられる。
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≪休日学校部活動の地域連携・地域移行イメージ≫
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○めざす姿

○改革の方向性

○ 「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下で、地域の実
情に応じた生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消

○ 学校部活動の意義や役割について、地域クラブ活動において継承・発展
○ 地域での多様な体験や様々な世代との交流等を通じた学びなどの新しい価値が

創出されるよう発達の段階やニーズに応じた多様な活動ができる環境を整備

○ 地域の生徒や多世代間との交流を通して、子どもたちの人格形成に寄与
○ 多様な種目・分野の経験により、将来のトップアスリートや文化芸術の専門家等を育成
○ 多世代との交流による新たなコミュニティの創出や、活力あるスポーツ・文化環境の構築

による絆の強い地域づくり
○ 学校全体の業務軽減につながり、学校教育の質の向上

令和５年６月

山口県
新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針（素案）【概要】

○ 令和５年度から７年度末までの３年間を改革推進期間とし、県内全ての市町において、休日の学校部活動の地域連携、または、地域移行に向けた取組を実施。
・ 早期に休日の地域移行が可能な市町については、令和７年度末までの実現をめざす。
・ 移行に時間を要する市町については、先行事例を踏まえた取組や広域連携等により、できるだけ早い時期の実現をめざす。

○ 平日の学校部活動の地域移行については、地域の実情に応じて、できるところから取り組む。
○ 今後の国の方針や市町の進捗状況等を踏まえて、改革推進期間終了時期に、県は必要に応じて、方針を見直す。

Ⅱ．学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への
移行に向けた環境整備

Ⅲ．大会等の在り方の見直し

（主な内容）
○ 地域クラブ活動の要件
○ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実
○ 行政や関係機関等による協議会などの体制の整備
○ 質の高い指導者の確保と、県による人材バンクの整備
○ 希望する教員等の円滑な兼職兼業
○ 競技志向の活動だけでなく、複数の運動種目・文化

芸術分野等、生徒の志向等に適したプログラムの確保
○ 保護者負担等の軽減に向けた取組を行う市町に対す
る国の支援方策に沿った県の支援

○ 適切な活動時間や休養日を設定
○ 公共施設を使用する際の負担軽減・円滑な利用促進

新たな地域クラブ活動等の整備に当たり、多くの関係者が連
携・協働して段階的・計画的に取り組むため、その進め方や地
域クラブ活動のモデル・イメージ等を示す。

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ

活動の参加者のニーズ等に応じた大会等の運営
の在り方を示す。

学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との

連携・協働により生徒の活動の場として整備すべき新たな
地域クラブ活動の在り方を示す。

（主な内容）
○ 大会参加資格を、地域クラブ活動の会員等

も参加できるよう見直し
※  日本中体連は令和５年度から大会への参加

を承認、その着実な実施
○ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体の指
導者が引率できる体制整備

○ 県内大会の在り方の見直し
（開催回数の精選、複数の活動を経験したい

生徒等のニーズに対応した機会を設ける等）
○ 開催時期や大会日程など生徒の安全を確保

★ 主として、公立中学校の生徒を対象

○ 少子化が進む中、公立中学校等において、地域によっては部活動の小規模化が進行。団体競技等においては、学校単位の充実した部活動の維持が困難
○ 今後は、少子化の中でも、将来にわたり本県の子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保していくことが必要

○方針策定の趣旨等

（主な内容）
○ 学校部活動の地域連携・地域移行に向けた生徒、保護

者、地域の住民等への丁寧な周知・理解の促進
○ 本方針を踏まえ、地域の実情に応じた市町の方針の決定
○ 関係者からなる協議会等を設置し、地域の実態を把握し、
地域クラブ活動等の整備方法等を検討し、実行

○ ①市町が運営団体となる体制や、②地域の多様な運営
団体が取り組む体制など、段階的な体制の整備
※ 地域クラブ活動が困難な場合、合同部活動の導入や、
部活動指導員等により機会を確保

○ 改革推進期間終了時に、進捗状況を評価、分析し、更
なるスポーツ・文化芸術環境の充実

○期待される効果

※地域クラブ活動：学校の教育課程外の活動として、学校部活動の教育的意義を継承・発展しつつ、社会教育法上の「社会教育」の一環として捉えることができる地域において行われるスポーツ・文化芸術活動

Ⅰ．新たな地域クラブ活動

19



（例①） ≪市町が運営団体になり、希望する生徒が参加するパターン≫

地域クラブ活動の運営団体・実施主体のモデル・イメージ
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（例②） ≪体育・スポーツ協会等が運営団体になり、希望する生徒が参加するパターン≫

地域クラブ活動の運営団体・実施主体のモデル・イメージ
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（例③）≪既存クラブが運営団体兼実施主体になり、希望する生徒が参加するパターン≫

地域クラブ活動の運営団体・実施主体のモデル・イメージ
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（例④） ≪既存クラブや新設クラブが実施主体になり、希望する生徒が参加するパターン≫

地域クラブ活動の運営団体・実施主体のモデル・イメージ
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（例⑤）≪地域学校協働本部や保護者会等が主体となって、希望する生徒が参加するパターン
≫

地域クラブ活動の運営団体・実施主体のモデル・イメージ
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